
�

�

第 1部　序論



�

第1章　基本構想策定にあたって

　昭和 47年に市になって以来、4次にわたって市政の基本方針である基本構想を定め、計画的にまちづ
くりを進めてきました。

第1節　これまでの歩み
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第1章　基本構想策定にあたって

　少子・高齢化の進展や人口減少社会の到来に対応するため、子育て支援や介護予防施策の充実を図ると
ともに、景気の低迷や厳しい雇用環境を踏まえて、産業振興など地域の活性化を推進するなど、本市の魅
力的なまちづくりを進めていく必要があります。
　また、地球規模の環境問題が深刻化する中で、地球温暖化対策や資源循環型社会への対応が求められて
います。
　地方分権のさらなる進展により、地方自治体の役割は益々重要になっていくことが想定されます。また、
市民ニーズや地域課題も年々多様化・複雑化していることから、様々な行政課題に対応できる質の高い行
政運営に取り組んでいく必要があります
　このため、財政の健全化を推進しながら、公共サービスのあり方や担い手の見直し、市民・団体などと
行政が連携する市民参加・協働の推進、民間活力の活用など様々な手法を活用し、必要な施策の充実を図っ
ていく必要があります。

　第 5次基本構想は、本市の自然や歴史・文化を活かすとともに、市民参加・協働の取組みの成果と経
験を踏まえながら、これまで以上に、市民や地域がまちづくりの主体となり、行政との連携を進めること
で、活気にあふれ、誰もが安心して暮らせる「住み続けたい、住んでみたいまち」を創っていくための長
期的な指針として策定するものです。
　本構想は、中期計画としての 5か年（または 4か年）の基本計画と、毎年見直しをする短期計画とし
ての 3か年の実施計画とあわせて第 5次総合計画を構成します。

　計画の策定にあたっては、平成 16年に策定した自治基本条例に基づき、市民とともに考え、ともに創
りあげることを目指して検討を進めてきました。
　このため、市民意識調査や市民参加による基本構想審議会の開催のほか、公募を含む 40人の市民委員
からなる基本構想策定ふじみ市民会議において、協議・検討を重ねてきました。また、策定過程において、
幅広く市民の意見を反映するため、地域別懇談会（7会場・214人参加）、分野別懇談会（3分野・105
人参加）、地域説明会（7会場・236人参加）を開催しました。
　さらに、子どもたちの目線からの意見を求めて、中学生未来会議（5中学・16人参加）を開催しました。

第2節　新たな課題に向かって

第3節　第5次基本構想の役割

第4節　市民参加による計画策定
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基本構想　�将来都市像と基本目標、その実現のための施策の大綱を定めたもので、計画期間は平成 23年
度から平成 32年度までの 10年間です。

基本計画　�基本構想を実現するために具体的な施策を体系的に定めたもので、前期・中期各 5年間、後
期 4年間の計画です。前期・中期計画のそれぞれ 3年目に見直しを行います。

実施計画　�基本計画で定めた個々の施策を財政状況や社会情勢を考慮して実施する 3年間の短期計画で
す（財政見通しや事業の進捗状況などにより、毎年度計画を点検し、見直しを行います）。

第5節　計画の構成と期間


